
1（2019.8）

８
Vol.162

月
か
ら
幼
児
の
教
育
・
保
育
が
無
償
に
な

10
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
対
象
者
や
給
食
費
な
ど

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
手
続
き
方
法
な

ど
の
詳
細
は
、
内
容
が
決
ま
り
次
第
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
施
設
を
通
じ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
＝
市
教
育
委
員
会
事
務
局
学
校

教
育
課
幼
保
支
援
係
（
察

-

１
６
３
４
）

34

保
育
料
が
無
償
に
な
り
ま
す

■無償または負担額軽減となるサービス

手続き利用者負担額
（ 月 額 ）対 象サービスの種類

不要
０円

※実費徴収の経費や延長保
育の利用料は別途負担

・３～５歳児
・３号認定で市民税非課税
世帯の子ども

幼稚園・保育所・認定
こども園の保育料

保育の必要性が
あることの認定
が必要

利用日数×450円を超え
た額（支給上限11,300円）
※左記★に当てはまる子ども
は支給上限16,300円

３～５歳児
★満３歳になった日から最初
の３月31日までの子どもは、
市民税非課税世帯のみ対象

預かり保育の利用料

保育の必要性が
あることの認定
が必要

37,000円を超えた額
幼稚園・保育所などに通って
いない３歳～小学校就学前
の子ども

ǜ

認可外保育施設ǜ

病後児保育施設ǜ

一時預かりǜ

ファミサポ
などの利用料 42,000円を超えた額

市民税非課税世帯で幼稚園・
保育所などに通っていない
０～２歳の子ども

■給食費の取り扱いについて

10月からの取り扱い現 行費 目対 象認定区分

実費徴収または持参
実費徴収または持参

主食費満３歳以上で幼稚園、認定
こども園での教育を受ける
子ども

１号
実費徴収（※）副食費

実費徴収または持参実費徴収または持参主食費満３歳以上で保育所、認定
こども園での保育を受ける
子ども

２号
実費徴収（※）保育料に含まれる副食費

変更なし保育料に含まれる
主食費満３歳未満で保育所、認定

こども園での保育を受ける
子ども

３号
副食費

ポ イ ン ト

虚３～５歳児の幼稚園、保育所、認定
こども園などの保育料が無償に

許幼稚園などの預かり保育や、認可外
保育施設などの利用料は一定額ま
で無償（要件を満たした場合）

距３歳以上で保育所や認定こども園
の保育所機能を利用する子どもの
副食（おかず・おやつなど）費は実費

徴収

（※）年収360万円未満の世帯と第３子以降は支払いが免除されます

３・４・５歳児は

みんな無償になるよ！


